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第１章 計画の趣旨 

 計画の目的 

「第 2次江差町男女共同参画基本計画」（以下「第 2次基本計画」という。）は、国の「男

女共同参画社会基本法」の理念に基づき、江差町の男女共同参画施策の総合的かつ計画的な

推進を図ることにより、性差による差別がなく、対等のパートナーとして責任を分かち合い、

個性や能力を十分に発揮できる社会を実現することを目的として策定するものです。 

 

第２章 計画の基本的な考え方 

Ⅰ 計画の位置付け 

 第 2次基本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14条第 3項に定める市町村男女共同

参画計画に基づく基本計画であり、「第６次江差町総合計画」の個別計画として位置付けます。 

 また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」とい

う。）第６条第 2項に定める市町村推進計画として位置付けるとともに、「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」という。）第 2条の 3第 3項

に定める市町村基本計画としても位置付けます。 

 

男女共同参画社会基本法 

 

 

 

 

  

 

 

                ↓ 

第２次江差町男女共同参画基本計画 

 

                ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画基本計画（国） 

女性の職業生活における活躍の推

進に関する基本方針（国） 

第 3次男女平等参画基本計画（道） 

第 6次江差町総合計画 

〇江差町子ども・子育て支援事業計画 

〇江差町子どもの貧困対策推進計画 

〇江差町地域福祉計画 

〇江差町特定事業主行動計画 
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Ⅱ 計画の期間 

  令和 4 年度（2022 年度）から令和８年度（2026 年度）までの 5 年間を計画期間と

します。 

 

Ⅲ 計画において取り組むべき事項 

（１）課題への対応 

  ➀当町及び事業所等での女性の職域拡大や管理職への登用の一層の促進 

  ➁男女が個性や能力を発揮して働くための職場環境づくりや意識改革、社会基盤整備の

推進 

➂生活上の困難に対する支援の一層の充実と多様性を尊重する環境の整備の推進 

  ➃女性に対するあらゆる暴力の防止と被害者への支援の一層の充実 

  ➄男女共同参画についての意識を高めるための教育・啓発の一層の推進 

 

（２）社会情勢の変化に伴う課題への対応 

   少子高齢化、働き方・暮らし方の変革、頻発する大規模災害や新型コロナウイルス感

染症等の流行など、社会情勢の変化に伴い様々な課題が一層顕在化することが懸念され

るため、これらの課題に対応した施策を盛り込みます。 

（３）国の動向等への対応 

   「第 5次男女共同参画基本計画」の策定（令和 2年（2020年）12月閣議決定）を

始めとした国の動向等に対応した計画とします。 

 

（４）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連 

   平成 27年 9月の「国連持続可能な開発サミット」において採択された持続可能な開

発目標（ＳＤＧｓ）のうち関連するものを示します。 

【第 2次基本計画に関連するＳＤＧｓ】 

１ 貧困をなくそう   あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

３ すべての人に健康と福祉を   あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

４ 質の高い教育をみんなに   全ての人々に包括的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

５ ジェンダー平等を実現しよう   ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児の能力強化を行う 

８ 働きがいも経済成長も   包括的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがい
のある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

10 人や国の不平等をなくそう   各国内及び各国間の不平等を是正する 

17 パートナーシップで目標を達成しよう   持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性
化する 

2



 

Ⅳ 基本理念 

社会経済環境が急速に変化する中で、今後は生活の豊かさを求めていく時代となりまし

た。また、男女分け隔てなく、一人ひとりが自由に自分の生き方を選ぶ社会が求められる

時代となりました。そのため、国では、「男女共同参画社会基本法」にて以下５つの基本理

念を掲げています。 

➀男女の人権の尊重 

➁社会における制度又は慣行についての配慮 

➂政策等の立案及び決定への共同参画 

➃家庭生活における活動と他の活動の両立 

➄国際的協調 

本計画では、当該「男女共同参画社会基本法」の５つの基本理念及び上位計画に基づき、

次の基本理念を決定します。 

 

  

 

 

 

 

 すべての人が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、社会の対等な構成員として

あらゆる分野に共に参画し、それぞれの個性と能力を十分に発揮できることを基本理念とし

て、男女共同参画社会を目指します。 

 

Ⅴ 計画の体系 

  「Ⅳ 基本理念」で述べた基本理念を達成するため、四つの基本方針と１１の基本的施 

策を掲げます。  

基本理念 基本方針 基本的施策 

 Ⅰ  男女共同参画社

会形成のための

意識づくり 

１ 互いの人権を尊重し合う教育や啓発の推進 

２ 男女共同参画の視点からの広報・啓発活動の推進 

３ 男性や子どもにとっての男女共同参画 

Ⅱ  あらゆる分野へ

の男女共同参画

の促進 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

２ 働く場における男女共同参画の推進と職業生活

と家庭生活等の両立 

３ 職業生活と家庭生活の両立に向けた職場環境の

整備 

４ 子育てや介護等の支援の充実 

Ⅲ  安心して暮らせ

る社会の実現 

１ 生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する

環境の整備 

２ 生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進 

Ⅳ  女性に対するあ

らゆる暴力の根

絶と被害者への

支援 

１ 女性に対するあらゆる暴力根絶のための認識の

徹底と対応 

２ 女性や子どもに対する性犯罪・暴力などの根絶に

向けた対策の推進 

男女がともに協働で進めるまちづくり 

（男女共同参画社会の実現） 

男
女
が
と
も
に
協
働
で
進
め
る
ま
ち
づ
く
り 

（
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
） 
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第３章 計画の内容 

 第２次基本計画の具体的内容を四つの基本方針としました。それを実現するための基本的

施策ごとに現状と課題を掲げ、それぞれ事業を記載し、それらを解決・改善するために、ど

のような具体的な取り組みを行うのかを記述します。 

 なお、事業によっては、複数の基本的施策、基本方針にわたるものもあります。 

 

基本方針Ⅰ  男女共同参画社会形成のための意識づくり 

「現状と課題」 

男女が互いの人権を尊重し合い、一人ひとりが個性と能力を発揮し、社会のあらゆる

分野に参画するためには、男女共同参画に対する認識を深め、定着させることが重要で

す。「男は仕事、女は家庭」といった性別によって役割を固定する考え方について、依然

として男性は女性よりも固定的な性別役割分担意識は根強く残っていると言えます。 

この男女の固定的な性別役割分担意識は、男女が対等なパートナーとして責任を分か

ち合い、個性や能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の形成を阻害する大きな要因

となっているため、人々の中にあるこうした意識を問い直し、男女共同参画の考え方を

根付かせるための生涯学習や広報・啓発活動の充実を図る必要があります。 

さらに、未来を担う子どもが、男女共同参画を正しく理解し、自然に実践できる大人に

育っていくよう、長期的な視野に立って、学校や家庭における教育・啓発に努めるととも

に、生涯を見通した総合的なキャリア教育を推進し、自立を促していく必要があります。 

 

基本的施策１ 互いの人権を尊重し合う教育や啓発の推進 

「具体的な取り組みの方向」 

➀人権尊重意識の啓発 

   男女共同参画社会を実現するために、全ての人が男女共同参画を正しく理解し、意識

を深められるよう啓発活動を行い、人権尊重意識の浸透を図ります。 

    具体的な取り組み 

     〇「広報えさし」「江差町ホームページ」などによる啓発活動、情報提供 

（総務課） 

     〇人権尊重意識に基づいた学校における人権教育の推進や家庭科教育などの充実

（学校教育課・社会教育課） 

     〇人権侵害などに関する相談の実施              （総務課） 

 

基本的施策２ 男女共同参画の視点からの広報・啓発活動の推進 

「具体的な取り組みの方向」 

➀男女共同参画に関する広報啓発・情報提供 

   「広報えさし」やホームページを中心に広報・啓発活動を行います。インターネット

や情報誌を活用し、国や都道府県、自治体などが発信する情報を収集して地域に提供し

ます。 

   男女共同参画に関する冊子や資料などを活用した啓発活動を実施します。なお、町が

発行する印刷物においては、男女の性別による違いをはじめとした差別的な表現を行わ

ないようにします。 
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    具体的な取り組み 

     〇「広報えさし」などによる啓発活動、情報提供 （総務課・まちづくり推進課） 

     〇インターネットなどによる情報収集              （総務課） 

     〇男女共同参画に関する図書等の充実          （総務課・図書館） 

     〇男女の性別による違いをはじめとした差別的な表現に対する掲載の配慮 

（まちづくり推進課ほか） 

基本的施策３ 男性や子どもにとっての男女共同参画 

「具体的な取り組みの方向」 

➀学校教育における男女共同参画に関する教育の推進 

   子供の発達段階に応じ、幅広い科目において教材・資料の活用を行うなど、男女共同

参画に関する教育を推進します。 

    具体的な取り組み 

     〇総合的な学習の時間等における児童・生徒への学習機会の実施（学校教育課） 

     〇中学校における職場体験の実施              （学校教育課） 

     〇道徳教育の充実                     （学校教育課） 

 〇思春期保健教育                     （健康推進課） 

 

➁家庭における男女共同参画に関する支援 

   家族が男女共同参画の視点から、協力しながら未来を担う子どもを育てることができ

るよう父親へのＰＴＡ活動などへの参加呼びかけや、授業参観・懇談会などの参加を呼

びかけます。 

    具体的な取り組み 

     〇ＰＴＡ活動の充実              （学校教育課・社会教育課） 

     〇江差町青少年健全育成事業                （社会教育課） 

     〇学校運営協議会（ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ）の活用     （学校教育課・社会教育課） 

 

➂性や健康に関する教育・啓発の推進 

   男女が互いの性を理解、尊重し、性に関し適切な意思決定や行動選択ができるよう、

また、性感染症の罹患などを防止するため、いのちの大切さを伝える教育の推進、関係

機関の連携強化による効果的な思春期保健対策の連携など、学校や家庭における性に関

する教育の一層の充実を図るとともに、性感染症等に関する正しい知識の普及・啓発に

取り組みます。 

    具体的な取り組み 

〇性教育の推進                      （学校教育課） 

〇思春期保健教育                     （健康推進課） 

 

➃男性が家庭・地域社会に参画しやすい職場環境づくりの推進 

   男女が共に職業生活と子育て、介護などの家庭生活を両立させることができるよう、

労働者に対する育児・介護休暇制度の利用についての広報・啓発を進めます。 

    具体的な取り組み 

〇男性の育児休業、介護休暇等の取得推進            （総務課） 

     〇事業所等への取り組み啓発促進          （総務課・産業振興課） 
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基本方針Ⅱ  あらゆる分野への男女共同参画の促進 

「現状と課題」 

男女共同参画社会は、男女の人権が尊重され、男女が対等なパートナーとして責任を

分かち合い、個性や能力を発揮できる社会であり、あらゆる分野に男女が参画すること

により、多様な人材の能力の活用、新たな視点や発想の取り入れ等につながり、社会に多

様性と活力をもたらします。 

女性の社会進出は、以前より進んでいますが、まちづくりの方針決定の過程において

は、まだ十分に参画が進んでいるとは言えません。 

活力あるまちづくりを進めるためには、女性が本来持っている能力を伸ばし、その考

え方や意見を政策・方針の立案及び決定過程などに活かし、男女が社会の対等な構成員

として参画することが重要であり、あらゆる分野へ女性が参画しやすい環境を整え、女

性がその持てる能力をいかんなく発揮できるよう、女性の参画の拡大を図っていく必要

があります。 

 

 

基本的施策１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

「具体的な取り組みの方向」 

➀町の審議会等委員への女性の登用推進 

   あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大に向け、町が率先して

審議会や行政委員会等の委員への女性の選任に取り組みます。 

具体的な取り組み 

     〇審議会等への女性委員登用の推進       （まちづくり推進課ほか） 

     〇審議会委員の選出母体となる団体の役員への女性の登用促進   （全課） 

 

➁町の管理職への女性の登用推進 

町の女性職員については、女性活躍推進法における特定事業主行動計画である「江差

町特定事業主行動計画」に基づき、管理職等への積極的な登用に取り組みます。 

具体的な取り組み 

     〇管理職などへの女性職員の登用               （総務課） 

     〇リーダー育成等講座、研修会への参加の推進         （総務課） 

 

基本的施策２ 働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活等の両立 

「具体的な取り組みの方向」 

 ➀働く場における男女の均等な機会と待遇の確保及び女性の活躍に向けた取組の推進 

   性別を理由とする採用・配置・昇格等における差別的取扱いの廃止、男女間の賃金格

差の解消など男女雇用機会均等法の履行の確保や、正規雇用労働者と非正規雇用労働者

との間の不合理な待遇差の解消などについて、国・道等と連携して、継続的に事業者に

対する周知・啓発を図ります。 

具体的な取り組み 

     〇事業者等への情報提供の周知                （総務課） 

     〇南檜山通年雇用促進支援協議会の活動支援        （産業振興課） 

     〇商工会との連携                    （産業振興課） 
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 ➁働く場におけるハラスメントの防止に向けた取組の促進 

   事業者や労働者に対し、ハラスメント（ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ、ﾊﾟﾜｰ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ、ﾏﾀﾆﾃｨ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ）

に関する法令や制度、相談窓口等について周知・啓発を行い、防止に向けた事業者の取

組等を支援します。 

具体的な取り組み 

     〇雇用の場や教育の場等においてセクシュアル・ハラスメントなどの防止に関す

る意識啓発                        （総務課） 

     〇町職員向けハラスメント研修の開催             （総務課） 

 

基本的施策３ 職業生活と家庭生活の両立に向けた職場環境の整備 

「具体的な取り組みの方向」 

➀育児・介護休業制度等の定着と柔軟で多様な働き方の促進 

   男女が共に職業生活と子育て、介護などの家庭生活を両立させることができるよう、

労働者に対する育児・介護休業制度の利用についての広報・啓発を進めます。 

具体的な取り組み 

     〇男女共同参画啓発リーフレット等での広報・啓発       （総務課） 

     〇子育て相談室・キッズランドの開設           （町民福祉課） 

     〇地域子ども・子育て支援事業の推進     （健康推進課・町民福祉課） 

 

基本的施策４ 子育てや介護等の支援の充実 

 ➀保育・介護サービスの充実 

   子育てに関する不安や負担感を解消し、男女が共に子育てと仕事を両立させることが

できるよう、ライフスタイルに対応した多様な保育サービスの提供などのきめ細かな子

育て支援策を推進します。 

   また、介護を社会的に支援するため、介護サービス等の充実を図ります。 

具体的な取り組み 

     〇乳児保育事業                     （町民福祉課） 

     〇延長保育事業                     （町民福祉課） 

     〇一時預かり事業                    （町民福祉課） 

     〇放課後児童対策事業                  （町民福祉課） 

     〇生活支援体制整備事業               （高齢あんしん課） 

     〇家族介護者支援事業                （高齢あんしん課） 

     〇介護予防・日常生活支援総合事業          （高齢あんしん課） 

 

 

基本方針Ⅲ  安心して暮らせる社会の実現 

「現状と課題」 

   少子高齢化の進展、新型コロナウイルス感染症の拡大による生活様式や雇用・就業を

めぐる環境の変化、未婚・離婚等による単身世帯やひとり親家庭の増加など社会が急激

に変化する中、貧困に苦しむ人、十分な教育や就労等の機会を得ることのできない人、

地域社会において孤立する人など、様々な困難を抱える人が増加しております。 
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   また、女性が正規雇用に就きにくい就業構造において、特にひとり親家庭の母親の就

業環境は厳しく、就労等の機会が得られないといった困難を抱える人の増加や、貧困の 

世代間の連鎖につながっていく懸念があります。 

   こうした中、ひとり親世帯、貧困などの問題を抱える人のほか、高齢者や障がい者、

外国籍住民など様々な生活上の困難を抱える人々、性的指向や性自認に関することで困

難を抱える人への正しい理解や支援を促進し、安心して生活することができる社会を作

っていくことが必要です。 

   とりわけ、女性は妊娠や出産の可能性があるため、ライフサイクルを通じて男性とは

異なる健康上の問題に直面します。また、近年は、晩婚化等の婚姻をめぐる変化、平均

寿命の延び等に伴う女性の健康に関わる問題の変化に応じた対策も必要になっています。

人生 100年時代を見据えて、女性が生涯にわたって身体的、精神的、社会的に良好な状

態で、それを享受することのできる生涯を通じた健康づくりを推進していく必要があり

ます。 

   心身共に健康で社会生活を円滑に営むことができる力を高め、誰もが安心して暮らす

ことのできる社会の実現に向けた取組を行います。 

 

基本的施策１ 生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 

「具体的な取り組みの方向」 

 ➀ひとり親家庭等に対する支援の充実 

   経済的に不安定なひとり親家庭等の生活の安定を図るため、各種助成とともに、学習

機会の提供など就労支援に取り組みます。併せて、子育て、医療等支援を展開し、親子

が安心して生活することのできる環境づくりを推進します。 

具体的な取り組み 

     〇園児の保護者に対する給食費補助            （町民福祉課） 

     〇多子世帯に対する経済的負担軽減の実施         （町民福祉課） 

     〇保育所・認定こども園の利用料の無償化         （町民福祉課） 

     〇学習塾等の経費一部助成                （町民福祉課） 

     〇小中学校児童生徒の保護者に対する給食費補助      （学校教育課） 

     〇子育て応援券交付事業                 （健康推進課） 

     〇小学校児童生徒の保護者に対する就学援助        （学校教育課） 

     ○ひとり親家庭等医療費助成事業             （健康推進課） 

     〇こども医療費助成事業                 （健康推進課） 

     〇母子（父子）自立支援相談の実施            （町民福祉課） 

 

 ➁雇用に関連して貧困などの問題を抱える人への対応 

   雇用に関連して貧困などの問題を抱える人に対し、道や関係機関と連携しながら、そ

の状況に応じた就労支援に取り組みます。 

具体的な取り組み 

     〇生活困窮者自立支援制度の推進             （町民福祉課） 

 

 ➂高齢者、障がい者が安心して暮らせる環境の整備 

   高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、適切な相談

支援体制の下、それぞれの状況や希望に応じた介護、福祉サービス等による支援を行い
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ます。 

具体的な取り組み 

     〇高齢者等への移動手段への支援     （高齢あんしん課・町民福祉課） 

     〇公共施設等の点検・整備の実施               （財政課） 

     〇介護予防事業の充実                （高齢あんしん課） 

     〇地域包括支援センターの機能強化          （高齢あんしん課） 

     〇介護保険サービス・高齢者福祉サービスの充実    （高齢あんしん課） 

     〇社会福祉協議会との連携        （高齢あんしん課・町民福祉課） 

     〇高齢者の生きがいづくりの推進           （高齢あんしん課） 

     〇総合的な療育体制の整備                （町民福祉課） 

     〇障がい者福祉サービスの充実              （町民福祉課） 

     〇障がい者への自立への支援               （町民福祉課） 

     〇障がい者相談支援体制の整備              （町民福祉課） 

 

 ➃多様な性のあり方への理解の促進と支援 

   多様な性のあり方を受容し、互いに尊重し合う人権教育や啓発を推進します。特に学

校現場においては、性的マイノリティの児童生徒へ適切な対応に配慮するとともに、道

徳教育や人権教育等を通じた取組に努めます。 

具体的な取り組み 

〇人権啓発事業                       （総務課） 

〇小中学校における道徳・人権教育の推進         （学校教育課） 

 

基本的施策２ 生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進 

「具体的な取り組みの方向」 

 ➀妊娠・出産期の健康の保持増進のための支援 

   妊娠・出産期における女性の心身の健康保持増進について、母子健康保険手帳交付な

どの機会を通じて妊産婦等への啓発を行います。 

   また、安全な出産に向けた妊産婦の健康管理を支援するための情報提供、不妊治療に

関する経済的負担の軽減や相談支援を行います。 

具体的な取り組み 

     〇母子健康保健手帳交付                 （健康推進課） 

     〇妊産婦健康診査事業                  （健康推進課） 

     〇妊産婦健康診査等交通費助成              （健康推進課） 

     〇妊産婦訪問                      （健康推進課） 

     〇不妊相談・不妊治療費助成事業             （健康推進課） 

     〇がん検診ほか各種健診の実施              （健康推進課） 

     〇健康増進事業                     （健康推進課） 

     〇江差町健康推進委員との連携              （健康推進課） 
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基本方針Ⅳ  女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

「現状と課題」 

   ＤＶやセクシュアル・ハラスメント、性犯罪・性暴力、売春などは、重大な人権侵害

で、男女共同参画の推進を阻むものであり、その被害者の多くは女性です。 

   ＤＶが起きている家庭では、子どもに対する暴力が同時に行われたり、ＤＶ被害者が

加害者に対する恐怖心から子どもへの暴力を制止できなくなるなど、児童虐待と密接に

関連している場合もあり、関係機関と連携を強化して対応をすることが求められており

ます。 

   子どもに対する暴力については、根絶するための予防・啓発等の充実を図るとともに、

被害を受けた子どもに対しては関係機関と連携した支援を行うなど、未来を担う子ども

達が健やかに成長することができるよう、安全で安心して暮らすことのできる環境づく

りが必要です。 

   また、近年、ストーカー行為等の被害が深刻な社会問題となっており、ＳＮＳなどの

コミュニケーションツールの広がりにより女性に対する暴力が多様化、複雑化するとと

もに、その被害者も低年齢層まで及んでいます。 

   さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、社会的な閉塞感も相まって、家庭

内の暴力の増加や深刻化に見られるように、女性に対する暴力の助長が懸念されます。 

   男女共同参画社会の実現を阻む重大な人権侵害に対し、暴力を許さない町民意識の醸

成、相談窓口の周知を取り組む必要があります。 

 

基本的施策１ 女性に対するあらゆる暴力根絶のための認識の徹底と対応 

「具体的な取り組みの方向」 

 ➀啓発の推進及び教育・学習の充実 

   女性に対する暴力についての広報や関係法令の周知などにより、より効果的な啓発方

法を適宜検討しながら、女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた啓発を推進します。 

   また、学校教育や社会教育などあらゆる機会を通じて、人権尊重についての教育・学

習の充実を図ります。 

具体的な取り組み 

     〇広報紙等での周知                     （総務課） 

〇相談窓口等の周知         （総務課・健康推進課・町民福祉課） 

〇小中学校における道徳・人権教育の推進         （学校教育課） 

 

 ➁女性に対する暴力のない安心して暮らせるまちづくりの推進 

   安心して暮らすことのできるまちづくりのため、警察など関係機関との連携を図りま

す。 

 

基本的施策２ 女性や子どもに対する性犯罪・暴力などの根絶に向けた対策の推進 

「具体的な取り組みの方向」 

 ➀女性に対する性犯罪・性暴力や売買春、ストーカー行為などの防止に向けた啓発 

  女性に対する性犯罪・性暴力・リベンジポルノ・売買春、ストーカー行為などについて

の広報や関係法令の周知などを通じて、根絶に向けた啓発を推進します。 

具体的な取り組み 
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     〇広報紙等での周知                     （総務課） 

 

 ➁子どもに対する性犯罪・性暴力、虐待などの防止に向けた教育・啓発や防犯・安全対策

の推進 

   子どもに対する性犯罪・性暴力、児童ポルノ、虐待などへの対策を強化するため、学

校における教育内容の充実に努めるとともに、関係機関が連携し広報・啓発活動に努め

ます。また、地域においては、通学路等における防犯・安全対策に取り組みます。 

具体的な取り組み 

     〇広報紙等での周知                     （総務課） 

〇小中学校における道徳・人権教育の推進         （学校教育課） 

〇通学路の合同点検                   （学校教育課） 

     〇安全な歩道整備事業                  （建設水道課） 

     〇地域防犯体制づくりの推進                 （総務課） 

 

 ➂早期発見・早期対応と被害を受けた子どもへの支援 

   児童相談所や学校、保育園等の関係機関の連携により、早期発見、早期対応に努める

とともに、暴力を受けた子どもに対する支援に取り組みます。 

具体的な取り組み 

     〇児童虐待早期発見事業                 （健康推進課） 

     〇児童虐待防止推進月間啓発事業             （健康推進課） 

     〇江差町要保護児童対策地域協議会      （健康推進課・町民福祉課） 
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